
議会運営委員会  Ｒ２.４.２０（月）  
① 開 会  ９：５９  休 憩 １０：０１ 
② 再 開 １０：１５  散 会 １０：１７   
１．執行部発言について 
○ 政策部長から、現在、新型コロナウイルス感染症の陽性者への対応等に全力を
挙げて取り組んでいるが、４月１６日に政府から緊急事態宣言の対象地地域を全
国に拡大する発表があり、休業要請対象事業者等との調整、医療支援体制の検討
など、早急に対応する必要があり、４月臨時会への執行部の出席について、配慮
をおねがいできないかとの発言があった。 

 
○ 政策部長の発言を受けて、向門慶人理事が「議会運営委員会理事会において
協議し、協議が整い次第、議会運営委員会に諮っていただきたい。」と発言さ
れ、議会運営委員会理事会で協議することが申し合わされた。  

○ ここで、暫時休憩し、理事会において協議後、再開された。 



議会運営委員会  Ｒ２.４.２０（月）  
② 再 開 １１：３０  散 会 １１：３５   
１．執行部発言について 
○ 理事会での申し合わせのとおり、執行部の出席者は、開会日の本会議は必要最
小限とし、閉会日の本会議及び委員会には、出席を求めないことが申し合わされ
た。 

 

２．その他 
○ なし。  


